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 本論文は、GATT／WTO 協定と労働の流動性や生産の不確実性という国内要因との

相互作用を理論的、実証的に明らかにすることによって、国内に生産要素移動の不完全

性や不確実性が存在する現実の世界において、GATT／WTO がどのような役割を果た

しているのかということについて論考することを目的とする。本論全体は、6 章から構

成されているが、その理論的な枠組みからは、GATT／WTO についての静態的な経済

分析と GATT／WTO に加入している国々の動学的なインセンティブ制約についての経

済分析という 2 つの部分に分けることができる。各章は、それぞれ、その理論的な枠組

みについての先行研究の概説、理論的考察、実証的考察として位置づけることができる。

1 章は、GATT／WTO についての静態的な経済分析の先行研究の論理を整理し、2 章は、

政治経済モデルによって、国内の輸入競合部門の労働の流動性が不完全である場合の貿

易協定と労働の流動性の関係を理論的に明らかにしている。2 章の理論的考察を受け、

5章では、GATT加盟以降の日本の輸入競合部門である農業部門の貿易保護と政治要因、

労働の流動性との関係を実証的に検証する。これに対して、3 章は、GATT／WTO に

加入している国々の動学的なインセンティブ制約についての先行研究を整理し、4 章は、

自国、または外国の国内に、貿易協定交渉時に明らかになっていない不確実な生産のシ

ョックが存在するときの紛争解決手続の役割を論じ、6 章は、過去の WTO 紛争解決手

続における貿易救済法案件のデータを整理し、5 章の理論モデルが示唆するような利用

実態となっているかどうかを論考した。以下、各章ごとの具体的な要旨を概説する。 

 

 1 章では、大国間の国際貿易において、貿易協定を締結することで、交易条件の外部

性を求めて陥る囚人のジレンマの状況から脱することができるとする先行研究と、貿易

協定を締結することで、政府と国内民間部門との間のゲームにおいて、政府が貿易自由

化にコミットできないときに生じるコミットメント問題を解決することができるとす

る先行研究の理論的内容を概観する。前者が大国間の貿易を対象とする研究であるのに

対して、後者が小国を対象とする研究であるため、両者を統合する理論的考察は少なく、

輸入競合部門の生産要素などの国内要因の特質と貿易協定との相互作用については、ま

だ十分には、明らかにされていない。 

 

 そこで、2 章「貿易協定と労働の流動性」では、Grossman=Helpman(1995)型の政
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治経済モデルに、輸入競合部門の労働の流動性を明示的に組み入れることで、輸入競合

部門の労働の流動性に不完全性が存在するとき、貿易協定と国内の政治要因、および、

輸入競合部門の労働の流動性の関係がどのようになるのかを考察する。ある部門の労働

が国内の他の部門に移動するとき、関係特殊的な人的資本が棄損されるなどの理由で、

その人的資本の価値が減価するならば、その部門の労働の流動性は不完全となり、他の

部門へ移動したときの人的資本の価値の棄損が大きいほど、労働の流動性は低下するこ

とになる。輸入競合部門を重視する政府の政治的要因が大きくなれば、貿易協定におい

て選択される協定関税は高くなる。輸入競合部門の労働の流動性が低い場合においても、

貿易協定を締結し、貿易自由化を行ったとしても、国内の輸入競合部門の労働が国内の

他の産業に移動しないため、貿易協定において選択される協定関税は高くなる。ただし、

輸入競合部門の労働の流動性に不完全性がある場合において、貿易協定が存在する下で

は、そうでない場合と比較して、輸入競合部門に留まる労働は少なくなることが示され

る。 

さらに、政府が輸入競合部門に対して社会厚生を重視する要因がある一定値を超える

と、貿易協定を締結することを選択することになる。その際、輸入競合部門の労働の流

動性が低下すると、政府が貿易協定を締結する社会厚生要因の範囲は狭くなることが明

らかにされる。 

 

 3 章では、GATT／WTO 締約国の動学的なインセンティブ制約をめぐる先行研究を

概観する。GATT／WTO 協定が国際間の取り決めであるため、各国が今期逸脱する利

得よりも、今期逸脱することで失われる協調による将来利得の割引現在価値が上回ると

いう動学的なインセンティブ制約が満たされなければならない。従来、多数国間で貿易

協定を締結する場合、不完全情報が存在する場合に、その動学的なインセンティブ制約

がどうなるのかということについて研究が行われてきた。しかし、従来の先行研究では、

GATT／WTO 紛争解決手続は制裁をコーディネイトすると暗黙に仮定されるのみで、

明示的に、その役割が示されてこなかった。 

 

 そこで、4 章「生産の不確実性が存在する下での WTO 紛争解決手続の役割」では、

貿易協定交渉時には明らかになっていない国内の生産について不確実性が存在し、輸入

が急増する場合に、紛争解決手続が果たす役割を明示的に取り上げて論考している。国

内に生産の不確実性が存在し、輸入が急増する場合に、紛争解決手続を備えていない貿

易協定の下でも、各国がトリガー戦略をとることで協調は維持される。しかし、紛争解

決手続を備えていない貿易協定と紛争解決手続を備えている貿易協定を比較すると、協

定関税から逸脱したと申立てられる国が違反を認定された場合に支払う代償が、紛争解

決手続を備えている場合とそうでない場合、それぞれの貿易協定の下で得られる将来利

得の流列の期待値の比率によって表されるある値よりも小さければ、紛争解決手続が存
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在することにより、より大きな生産のショックの下で、貿易協定における協調が維持さ

れることが示される。このように、紛争解決手続は、国内の生産についての不確実性が

存在する下で、貿易協定に柔軟性を与えることにより、頑健性を高める役割を果たして

いる。 

ただし、紛争解決手続が貿易協定の頑健性を高める一方で、紛争解決手続の利用によ

り、協定関税からの逸脱が一時的に生じることはグローバルな効率性を低下させること

になり、頑健性と効率性にトレードオフの関係が生じる。そこで、紛争解決手続が規範

の醸成や国際的なコミュニケーションの促進など、何からの非経済的な価値を持つ場合

には、貿易協定の頑健性を保ちつつ、次善の意味でグローバルな効率性を改善させる可

能性があることが示唆される。 

 

 5 章「GATT／WTO 体制の下での日本の農業保護決定要因の実証分析」では、2 章の

貿易協定と労働の流動性に関する理論分析を受ける形で、GATT／WTO 体制の下で、

日本の輸入競合部門である農業について、専ら経済分析の視点から、その貿易保護の水

準に対して、政治的な要因や農業部門の労働の流動性などがどのように影響してきたの

かということについての実証的な分析を行い、理論モデルの検証を行っている。1955

年に日本が GATT に加盟して以降、WTO の成立を経て、2006 年までの日本の農産物

の総合名目保護率を計測したところ、WTO 体制の下でも、日本の農産物の総合名目保

護率は高い水準で推移している。そこで、Honma and Hayami(1986)の一連の先行研

究と同様にして、日本の農業の名目保護係数を被説明変数とする日本の農業保護の決定

要因についての実証分析を行った。ただし、従来の先行研究が輸出部門と輸入競合部門

という 2 部門モデルに基づいて実証分析が行われているのに対して、本章では、輸出部

門、輸入競合部門に、非貿易財生産部門を加えた 3 部門モデルに基づき、説明変数とし

て、日本の農業の労働の流動性の代理変数として、農林業部門のリリアン係数寄与度を

加えて、実証分析を行った。政治要因を表す説明変数である全就業者に占める農業就業

者比率の係数は正、農林業部門のリリアン係数寄与度の係数は負となり、ともに 1％水

準で有意であるとの結果を得た。このことは、日本の農業保護については、政治要因が

作用しており、さらには、農業部門の労働の流動性が低下すると、その保護水準が上昇

するという関係があることを示唆するものであり、2 章の理論モデルと整合的な結果と

なっている。 

 

 6 章「WTO 紛争解決手続のデータ分析－貿易救済法案件について－」では、4 章の

生産の不確実性下での WTO 紛争解決手続についての理論分析を受ける形で、過去にお

いて WTO 紛争解決手続がどのように利用されてきたのか、その利用実態のデータ分析

を行っている。協調関税からの関税率引き上げが協定からの逸脱であるとされて、WTO

紛争解決手続が利用されるケースは、セーフガード、アンチダンピング措置、相殺関税
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をめぐる貿易救済法案件である。そこで、1995 年に WTO 紛争解決手続が利用されて

以降、2008 年までの貿易救済法案件についてのデータ分析を行った。その結果、貿易

救済法案件については、米国が被申立国として申立てられる比率が著しく多い一方で、

申立国にはそれほどの傾向が見られないことが確認された。さらに、パネル・上級委員

会報告の採択まで手続段階がエスカレーションする傾向があり、履行までの時間がかか

り、対抗措置はそれほど発動されていない一方で、パネル・上級委員会報告により、当

該措置の WTO 協定違反が認定され、是正勧告が行われた場合、少なくとも被申立国の

行政府は受け入れる姿勢を示しているという傾向が見られた。そこで確認された WTO

紛争解決手続における貿易救済法案件の利用傾向から、WTO 紛争解決手続は、問題と

なっている被申立国の措置に対して制裁抑制的であり、締約国の WTO 違反の措置を一

時的に許容する一方で、当該措置の是正を促し、逸脱と制裁の連鎖を抑制することで、

WTO 体制の崩壊を防ぐように利用されていると考えられる。この結果、WTO 紛争解

決手続が WTO 体制に対して、柔軟性を与えることによって、WTO 体制の頑健性を高

めているとする理論分析と整合的な利用実態を確認することが出来た。 


